


川平公民館では、（財）
自治総合センターのコミ
ュニティ助成事業を受
け、掲示板、広報用スピ
ーカーを同地域内に設
置しました。
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4万4,893円

11万9,557円

3万5,628円

6,438円

1万7,385円

5,083円

1,211円

２６万６７６円

4万7,056円

2万668円

2万229円

3万4,929円

6万1,856円

2万5,073円

1万7,917円

122円

2,345円

２６万６７６円

石垣市の予算額を１０万分の１にして、１ヵ月の家計簿に例えてみました。

１ヵ月の収入は、２6万676円になります。
いしがき市のかけいぼ

人口（平成2７年3月末現在）
平成27年度市税総額 47億4,353万円

（2億8,011万円）

（23億2,400万円）

（99億693万円）

（27億7,653万円）

（1,048万円）

（19億8,354万円）

（4億3,203万円）

（20億3,195万円）

（7億3,023万円）

（35億4,600万円）

（19億9,580万円）

（5,000万円）

（260億6,760万円）

5,808円

4万8,188円

20万5,419円

5万7,571円

217円

4万1,128円

8,958円

4万2,132円

1万5,141円

7万3,526円

4万1,383円

1,037円

54万508円

1.1%

8.9%

38.0%

10.7%

0.0%

7.6%

1.7%

7.8%

2.8%

13.6%

7.7%

0.1%

100.0%

市民ひとり当たりの市税負担額

平成2７年度歳出予算のうち、まちづくり支援寄付金（ふるさと納税）

事業を含めた主要事業の紹介をします。

◎まちづくり支援寄付金事業

オオヒキガエル捕獲大作戦

◎沖縄振興特別推進交付金事業

石垣市火葬場建設事業

石垣市民会館設備改修事業

亜熱帯都市公園整備促進事業

学ぶ意欲・わかる授業を支援する事業

“石垣産の牛”生産推進事業

情報教育充実事業

ものづくりマーケティング総合支援事業

地域防災力強化育成事業

大浜地区歴史遺産活用事業

石垣島ミュージックフェスティバル事業

児童・生徒派遣費助成事業

観光地受入基盤強化事業

商店街・中心市街地活性化ならびに商業振興事業

VERAアクセス道路安全安心推進事業

事業費 (千円)

100

事業費 (千円)

695,635

182,329

78,000

77,387

64,678

59,282

55,374

45,241

41,250

35,000

34,350

34,279

32,000

24,000

観光誘客プロモーション事業

防災体制整備事業

◎その他の主要事業

登野城小学校校舎新増改築事業

介護、訓練等給付費

保育所施設整備費

廃棄物処理施設基幹的設備改造事業

特定地域経営支援対策事業

臨時福祉給付金給付事業

登野城漁港水産生産基盤整備事業

（明石地区）農山漁村活性化対策整備事業

石垣北地区漁村地域整備交付金事業

農業基盤整備促進事業

沖縄の自然環境保全に配慮した農業活性化支援事業

新市庁舎建設推進事業

畜産担い手育成総合整備事業

石垣市待機児童解消対策特別事業

21,440

21,306

事業費 (千円)

1,425,397

1,291,555

920,249

220,299

164,583

130,083

118,139

100,477

82,623

80,015

67,395

66,070

62,124

13,846

９万8,356円
4万8,228人 市民ひとり当たりが受ける行政ｻｰﾋﾞｽ費 54万508円

年間の市民ひとり当たりが受ける行政サービス費と市税負担額

主要事業の紹介



【歯と口の健康週間に関するイベント】

日　時

6/6( 土 )

6/9( 火 )

6/4( 木 ).8( 月 )

9( 火 ).10( 水 )
各 2 時間程度 介護施設及び児童厚生施設等 施設利用者、施設職員等 各施設等

14：00 ～ 14：30 歯科講話
通所型介護予防事業

（元気健康応援団）参加者

石垣市健康福祉センター

視聴覚室

内　容

10：00 ～ 12：00 講話及び表彰式等 一般市民及び受賞者

一般市民

石垣市健康福祉センター

集団検診ホール「歯科検診・相談」

「フッ化物塗布」等
13：00 ～ 16：00

対　象 場　所

【石垣市「歯と口の健康週間」運営委員会】
石垣市市民保健部（健康福祉センター）・福祉部（介護長寿課・児童家庭課・障がい福祉課）
教育部（学務課・学校指導課）・八重山地区歯科医師会・八重山歯科衛生士会・沖縄県八重山保健所・その他関係機関

★プレイベント★

「あいうべ体操」講演会
講師：みらいクリニック院長　今井 一彰 先生

【目的】 歯と口の健康に関する正しい知識を普及啓発するとともに、歯科疾患の予防に関する適切
な習慣の定着を図り、併せてその早期発見及び早期治療を徹底することにより歯の寿命を
延ばし、健康の保持増進に寄与することを目的としています。

デンタルフェア

日時
平成 27 年 5 月 31 日（日）

午後 3時 30 分開場（入場無料）
石垣市健康福祉センター

集団健診ホール

６月４日からスタートする「歯と口の健康週間」のプレイベントとして、福岡市のみ

らいクリニック院長　今井一彰先生による「あいうべ体操」知られざる生活習慣病～

口呼吸～をテーマに下記の日程で講演会を開催いたします。

場所



【一定以上所得者】

①本人の合計所得金額が１６０万円以上

②同一世帯の６５歳以上の人（第１号被保険者）の年金収入 +その他の合計所得金額が

単身２８０万円以上、２人以上で３４６万円以上

介 護 長 寿 課 か ら の お 知 ら せ

平成２７年８月から
一定以上の所得がある人は介護サービスの利用者負担が２割になります。

平成２７年８月から、一定以上の所得がある人を対象に介護保険サービスを利用した際の自己負担

が１割から２割に変更されます。これに合わせて、要支援・要介護の認定を受けた人全員に「介護

保険負担割合証」が交付されます。

平成 27 年 7 月まで

一律　1 割負担

平成 27 年８月から

一定以上所得者　2 割負担

上記以外の方　1 割負担

【交付時期】

前年の所得により負担割合を決定し、毎年７月に交付

されます。

【適応期間】

８月１日～翌年の７月まで

○負担割合証

平成２７年８月より、介護サービスを利用する時は、

介護保険の被保険者証と一緒にこの負担割合証も忘れ

ずに提示してください。

平成２７年８月から
低所得の施設利用者の食費・居住費の適用要件が変わります。

平成２７年８月から、所得の低い方で施設及び短期入所サービス（ショートステイ）を利用している方の

食費・居住費補助の適用要件が追加されます。

追加点①世帯分離していても配偶者が市町村民税非課税者であること。

追加点②預貯金等が、単身の場合１,０００万円、夫婦の場合２,０００万円以内であること。

●この変更に伴い、平成２７年８月１日より申請に必要なものが変わります！

負担限度額認定証の申請には以下の物が必要です！

① 申請書、同意書（本人・配偶者）

② 本人、申請者の印鑑

③ 住所地特例者は所得証明書・生活保護の方は生活保護受給証明書

④ 直近２カ月以内の通帳の写し

（銀行名・支店・口座番号・名義・最終残高が記載されているもの）

※夫婦世帯の場合、夫婦２人の通帳の写し、通帳が複数ある場合は全ての通帳の写が必要です。

【お問い合せ先】石垣市福祉部 介護長寿課 給付認定係　 TEL：0980-87-6022

石垣市企画政策課では、調査業務に理解と情熱を持って調査に取り組んでいただける、２０歳以上の石垣市民の皆様の

積極的なご応募を心よりお待ちしています。又、これまでに国勢調査員の経験がある方も大歓迎です。国勢調査員を希

望される方は、調査員登録に必要な書類をお揃えのうえ、企画政策課窓口まで宜しくお願いします。登録に必要な書類

は市役所２階企画政策課窓口または市役所企画政策課ホームページに掲載してありますのでダウンロードしてご活用く

ださい。実際に調査をおこなってもらう方には調査委報酬をお支払いいたします。なお、印鑑、免許証等の身分証明証

の写し、履歴書用の証明写真をご持参頂ければ、その場で申請書に記入して登録申請を行う事が出来ます。

【お問い合せ先】　石垣市役所 企画部企画政策課　TEL:0980-82-1350

《 国勢調査に係る調査員募集のお知らせ》《 国勢調査に係る調査員募集のお知らせ》





児童家庭課から各種手当のご案内

ひとり親家庭のみなさまへ　～「児童扶養手当」のご案内 ～

父母の離婚などにより「父 (又は母 )と生活を共にし
ていない児童」や「父 (又は母 )が重度の障がいの状
態にある児童」を養育している母 (又は父 )、父母に
代わって児童を養育している人に対し、児童の福祉の
増進を図るために支給される手当です。

平成２６年１２月以降「児童扶養手当法」の一部改正
により、受給者の年金額が児童扶養手当額より低い方
は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようにな
りました。
　※年金の種類：遺族年金・障害年金・老齢年金・労
　災年金・遺族補償など
　
児童が１８歳に達した日以降の最初の３月３１日まで
受給資格があります。（児童が心身に法律で定める程
度の障がいを有する場合は、２０歳の誕生日前日まで
資格があります。）

手当の月額　（平成２７年４月 1日現在）
子ども１人の場合　　　　9,910 円～ 42,000 円
子ども２人以上の加算額　２人目：5,000 円
３人目以降１人につき：3,000 円

※手当額は、前年の所得に応じて決まります。（所得
制限あり）
※原則として、支給開始から５年経過した後は、受給
者が仕事をしていることが手当を全額受け取るための
条件となります。

受給するためには、事前に相談後、申請手続きを行い、
市の審査を経て、認定を受ける必要があります。詳細
は児童家庭課までお問合せください。

＜お問合せ先＞　児童家庭課　電話：0980-82-1704

手当の額（平成 27 年 4 月 1 日現在）

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

障がいのある児童を育てていらっしゃるみなさまへ　～「特別児童扶養手当」のご案内 ～

身体（内部疾患を含む）や精神に障がいがある、２０
歳未満の児童を養育･監護している父母又は養育者に
対し、支給される手当です。

受給するためには、申請手続きを行い、県の審査を経
て、県知事の認定を受ける必要があり
ます。詳細は児童家庭課までお問合せください。

＜お問合せ先＞　児童家庭課　電話：0980-82-1704 
　

※受給者と同居の扶養義務者には所得制限があります。

区　分

１級該当の児童１人につき 月額 51,100 円

月額 34,030 円２級該当の児童１人につき

支　給　額

○ 受付期間

○ 受付時間

○ 持参するもの ①

②

③

④

⑤

⑥

【現況届】

午前８：３０～午後５：１５　（お昼休みも行います）

○ 提出先 石垣市役所　児童家庭課（公務員の方・・・現況届は勤務先へ）

平成２７年６月４日（木）～６月３０日（火）
※土・日・祝日除く。ただし、６月２１日（日）は受付します。

【特例給付金申請】平成２７年６月４日 (木 )　～　９月４日（金）

児童手当現況届 及び 子育て世帯臨時特例給付金申請のお知らせ

児童手当受給者の皆様へ

　児童手当を受給されている方について、毎年６月１日以降引き続き受給可能かどうか、住所・養育状況等
を確認する届出です。また、子育て世帯臨時特例給付金の申請も同時に受付しますので、期間内に提出して
ください。

※　６月中に石垣市以外へ転出する場合でも、石垣市で現況届の提出が必要です。
※　公務員の方は、②、③及び身分証明のできるものをお持ちください。

＜お問合せ先＞　石垣市役所　児童家庭課　児童福祉係　　電話：０９８０－８２－１７０４ 

現況届用紙

子育て世帯臨時特例給付金申請書
（公務員の方は、勤務先より受取り、市役所へ提出してください。)

印鑑（シャチハタ印不可）

受給者の保険証
・石垣市国民健康保険に加入の方は原本をご持参ください。
・上記以外の方はあらかじめ受給者の保険証をコピーしてご持参ください。

養育している１８歳未満の子が石垣市以外にお住まいの方は、子の属する
世帯の住民票謄本（世帯全員が記載されている、続柄、本籍地等省略がな
いものを子 の住所地より取り寄せてください）

平成２７年１月１日以降に石垣市に転入した方は、次の方の平成２７年度
所得・課税証明書（前住所地の市町村より取り寄せてください）
・受給者分（平成２７年１月１日以降に転入した方全員）
・受給者の配偶者分（配偶者が受給者の扶養親族になっていない場合）

◆



平成２7 年度　石垣市狂犬病予防集合注射日程

１６：１０～１６：３０平野公民館

実施時間

１０：００～１１：３０

１３：００～１３：３０

１３：５０～１４：１０

１４：３０～１５：００

１５：２０～１５：４０

１６：００～１６：２０

１６：４０～１７：００

１７：２０～１７：４０

１４：００～１５：００

１５：３０～１６：３０

９：３０～１１：３０

１３：００～１５：００

１４：００～１６：００

会　　場 実施時間月　日 会　　場月　日

６月８日（月）

三和構造改善センター ９：３０～１０：００

１０：２０～１０：５０

１１：１０～１１：４０

１３：３０～１４：００

１４：２０～１４：５０

１４：００～１６：００

１４：００～１６：００

１４：００～１６：００

９：３０～１１：３０

１４：００～１６：００

１４：００～１６：００

１０：００～１０：３０

１０：５０～１１：１０

１１：３０～１２：１０

１３：１０～１３：５０

１４：１０～１４：３０

１４：５０～１５：１０

１５：３０～１５：５０

於茂登公民館

名蔵公民館

崎枝開拓の碑

大嵩公民館

舟蔵公園（駐車場）

花城商店東（真乙姥御嶽前）

平得公民館

中央運動公園（駐車場）

大浜公民館

大川公民館

大里公民館

星野公民館

伊野田公民館

伊原間公民館

明石公民館

久宇良公民館

平久保公民館

川平集落センター

吉原公民館

米原公民館

伊土名公民館

多良間公民館

下地公民館

兼城公民館

栄公民館

白保公民館

宮良公民館

市役所玄関前ピロティ

真栄里公園（ステージ）

双葉公民館

６月  ９日（火）

６月１０日（水）

６月１２日（金）

６月１４日（日）

６月１５日（月）

６月１６日（火）

６月１７日（水）

６月１８日（木）

６月１９日（金）

６月２１日（日）

６月２２日（月）

今年度、協力していただく獣医師

０９８０－８２－８６６６

０９８０－８３－４３６７

０９８０－８２－０６７８

０９８０－８２－４７７０

大原　美裕石垣動物病院

豊見城　功栄

平田　勝男

土城　勝彦

とみしろ獣医科医院

平田家畜病院

たまよせ動物病院

◆問い合わせ先：石垣市環境課　0980-82-1285

お知らせ

ハブ咬症注意報発令中！ハブ咬症注意報発令中！

　　県では、５月１日から６月３０日までの間、ハブ咬症注意報を発令し、ハブ咬症被害を未然に防止するよう呼びかけ
ています。県内では年間１００人前後のハブ咬症患者が発生しており、本市でも昨年１年間で６件、郡内では１８件のハ
ブ咬症被害の報告を確認しております。①草刈りやネズミの駆除など敷地内の環境整備を行い、ハブが生息・侵入しにく
い環境を整えましょう！②田畑や山野、草地等への出入りや夜間に歩行する際には十分に注意しましょう！③もし、ハブ
に咬まれた場合は、激しい動きをしないで身近な人に助けを求め、早急に医療機関で治療を受けましょう！

平
成
27
年
度
「
男
女
共
同
参
画
社
会
」
キ
ャ
ッ
チ

フ
レ
ー
ズ

「
地
域
力
」×
「
女
性
力
」
＝
無
限
大
の
未
来

毎
年
6
月
23
日
～
6
月
29
日
は
「
男
女
共
同
参
画

週
間
」
で
す
。
石
垣
市
で
は
、
男
女
共
同
参
画
社

会
に
つ
い
て
、
考
え
る
機
会
に
し
て
い
た
だ
く
た

め
、
八
重
山
女
性
の
翼
の
会
と
共
催
で
講
演
会
を

開
催
し
ま
す
。
講
師
に
は
、
家
族
・
地
域
と
の
パ

ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
で
第
六
次
産
業
を
推
進
し
て
い

る
、
伊
志
嶺　

勲
氏
を
お
迎
え
し
ま
す
。
講
演
で

は
「
無
限
大
の
未
来
」
の
ヒ
ン
ト
を
見
つ
け
ら
れ

る
こ
と
と
思
い
ま
す
の
で
、
多
く
の
皆
様
の
参
加

を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

【
日
時
】
平
成
27
年
6
月
27
日
（
土
）
19
時
～
20

時
45
分
（
質
疑
応
答
含
む
）

【
場
所
】
石
垣
市
民
会
館　

中
ホ
ー
ル

【
講
師
】
㈱
ア
メ
ニ
テ
ィ
・
あ
い
あ
い
フ
ァ
ー
ム

代
表　

伊
志
嶺　

勲　

氏

【
テ
ー
マ
】
「
食
」
を
通
し
て
沖
縄
を
元
気
に
し

た
い
！
～
私
た
ち
は
食
べ
た
物
で
出
来
て
い
る
～

講
演
会
に
先
立
ち
、
18
時
か
ら
男
女
共
同
参
画
に

関
す
る
「
川
柳
・
標
語
コ
ン
テ
ス
ト
」
の
表
彰
式

も
行
い
ま
す
。
応
募
全
作
品
を
掲
示
い
た
し
ま
す

の
で
、
こ
ち
ら
も
ぜ
ひ
足
を
お
運
び
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
先
】
石
垣
市
市
民
保
健
部
市
民
生
活
課

☎
０
９
８
０-

８
２-

１
２
５
３

◆
男
女
共
同
参
画
講
演
会
の
開
催
に
つ
い
て

市
民
保
健
部
市
民
生
活
課

み
ん
な
で
築
こ
う　

人
権
の
世
紀　

～
考
え
よ
う

相
手
の
気
持
ち　

育
て
よ
う　

思
い
や
り
の
心
～

全
国
一
斉
に
「
人
権
養
護
の
日
」
特
別
相
談
所
を

開
設
し
ま
す
。
近
隣
と
の
ト
ラ
ブ
ル
、
家
庭
内
の

も
め
ご
と
、
い
じ
め
・
体
罰
に
関
す
る
問
題
、
離

婚
、
扶
養
、
相
続
、
遺
言
、
借
地
借
家
等
の
相
談

に
応
じ
て
い
ま
す
。
相
談
は
無
料
で
、
難
し
い
手

続
き
も
な
く
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

【
日
時
】  

平
成
27
年
6
月
1
日
（
月
）
10
時
～
16
時

【
場
所
】  

・
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー(

第
2
会
議
室
）

　
　
　
　
　

 

・
伊
原
間
公
民
館

【
問
合
せ
先
】
那
覇
地
方
法
務
局
石
垣
支
局

☎
０
９
８
０-

８
２-

２
０
０
４

◆
人
権
擁
護
委
員
の
日
に
つ
い
て

市
民
保
健
部
市
民
生
活
課

「
平
和
で
活
力
に
満
ち
潤
い
の
あ
る
沖
縄
県
づ
く

り
」
に
貢
献
す
る
女
性
リ
ー
ダ
ー
の
育
成
お
よ
び

資
質
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
本
県

女
性
を
海
外
へ
派
遣
し
て
い
ま
す
。
先
月
号
で
概

要
を
お
知
ら
せ
し
た
上
記
事
業
が
正
式
決
定
し
ま

し
た
。
詳
細
に
つ
い
て
は
石
垣
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
担
当
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。
な
お
応
募
は
市
町
村
経
由
と
な
っ
て
い
ま

す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【
研
修
地
】
マ
レ
ー
シ
ア
及
び
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

【
人
数
】
石
垣
市
は
２
名
派
遣
予
定

【
海
外
研
修
日
程
】
平
成
27
年
10
月
5
日(

月)

～

10
日(

土)

　

※

そ
の
他
、
事
前
研
修
の
予
定
あ
り

【
海
外
研
修
参
加
費
用
】
25
万
5
千
円
費
用
の
半

分
を
上
限
と
し
、
予
算
の
範
囲
内
で
市
が
助
成
し

ま
す)

【
応
募
方
法
】
所
定
の
参
加
申
込
書
を
記
入
の
う

え
、
平
成
27
年
6
月
1
日(

月)

～
6
月
25
日(

木)

の
間
に
担
当
課
に
提
出

【
問
合
せ
先
】
石
垣
市
市
民
保
健
部
市
民
生
活
課

☎
０
９
８
０-

８
２-

１
２
５
３

◆
２
０
１
５
年
度
沖
縄
県
女
性
海
外
セ
ミ

ナ
ー
「
女
性
の
翼
」
事
業
の
ご
案
内

市
民
保
健
部
市
民
生
活
課

裁
判
所
（
石
垣
支
部
）
で
は
現
在
、
庁
舎
の
建
替

工
事
を
行
っ
て
い
ま
す
。
工
事
期
間
中
は
駐
車
場

が
使
用
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
可
能
な
限
り
公
共
交

通
機
関
等
を
御
利
用
く
だ
さ
い
。
自
家
用
車
で
来

庁
す
る
場
合
に
は
、
近
隣
の
有
料
駐
車
場
を
御
案

内
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
御
理
解
と
御
協
力
を
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

詳
細
は
裁
判
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

(
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
c
o
u
r
t
s
.
g
o
.
j
p
/
n
a
h
a
/
a
b
o
u
t
/
o

s
i
r
a
s
e
/
i
n
d
e
x
.
h
t
m
l

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
先
】
那
覇
地
方
・
家
庭
裁
判
所
石
垣
支
部

☎
０
９
８
０-

８
２-

３
０
７
６

◆
駐
車
場
の
ご
案
内

那
覇
地
方
裁
判
所

　石垣市では八重山獣医師会協力のもと、下記の日程で犬の狂犬病予防集合注射を実施致します。飼い主は、飼い犬に狂犬
病の予防注射を毎年一回受けさせなければならないと法律で定められています。是非、この機会にお近くの会場にて予防注
射を受けさせて下さい。注射料金は、一頭３，２００円です。

◆
人
権
擁
護
委
員
の
日
に
つ
い
て

お知らせ



  石石垣垣市市でではは、、学学校校給給食食費費やや学学用用品品費費ななどど教教育育費費のの支支払払いいににおお困困りりのの方方にに、、そそのの費費用用のの一一部部をを援援助助ししてていいまますす。。  

  

◆◆援援助助をを受受けけるるここととががででききるる方方◆◆  

 ①市県民税の課税がなく、生活保護を受けている家庭に準ずる程度に生活が困窮している世帯 

 ②生活保護を平成27年4月1日以降に停止又は廃止の措置を受けた者 

 ③その他特殊事情を有する者（学校長の意見書が必要です） 

◆◆申申請請期期間間◆◆  

  平平成成2277年年66月月22日日（（火火））～～  平平成成2277年年66月月1199日日（（金金））  期期限限厳厳守守！！  

 ※平成27年度より、在学年・新入学年同時申請となります。 

 ※期限を過ぎて提出された場合原則受付できませんのでご注意ください。 

◆◆申申請請にに必必要要なな書書類類◆◆  

 ①平成27年度就学援助申請書（兼同意書・委任状）【1部】 

 ②住民票謄本（原本）《家族全員が記載されているもの》 

  ※記載事項の省略ではないもの（６ヶ月以内）【１部】 

 ③平成27年度所得課税証明書（市県民税）（原本）【各１部】 

  ※18歳未満を除く世帯全員分 

  ※平成27年6月1日から平成27年度の書類が取得できます。（市役所税務課） 

 ④児童（特別児童）扶養手当受給者証（写し）※受給者のみ【1部】 

 ⑤各種（老齢、障害、遺族等）年金通知書（写し）※受給者のみ【１部】 

  ※世帯に⑤の年金受給者がいる場合、その受給者全員分の写しを提出 

 ⑥障害者手帳（写）、病気にかかる診断書（原本）等（該当者のみ）【１部】 

  ※特殊事情の理由で申請する方は、それを証明する書類 

 ⑦印鑑（スタンプ印不可） 

 ⑧通帳（申請書の口座を確認するため） 

◆◆申申請請場場所所◆◆  「お子さんが在籍する学校事務室｣ 

  ※兄弟姉妹が小学校 ・中学校ともにいる場合には 、【申請に必要な書類 】①平成27年度就学援助申請書 （兼同意書・委任

状）を小学校・中学校へ、それ以外の添付書類②～⑥はどちらか一方の学校へ提出してください。 

◆◆認認否否確確定定時時期期◆◆  「平成27年8月下旬」 

◆◆注注意意◆◆  

 ①申請後、生活保護基準を基に、審査を行います。必ず援助が受けられるとは限りませんのでご了承ください。 

 ②平成26年度認定された方も、引き続き援助を希望する方は、申請が必要です。 

◆◆ごご不不明明なな点点ががあありりままししたたらら、、おお問問いい合合わわせせくくだだささいい。。  

【【おお問問いい合合わわせせ先先】】  

【【おお問問いい合合わわせせ先先】】  

石垣市教育委員会学務課  ☎ 0980－83－0355 http://www.ishigaki.ed.jp/gakumuka/ 

  今年は戦後70年です。戦争にとどまらず、平和、紛争、基地、社会問題、友好、家族…など、幅広い視点でとらえた図書を特

集し展示しています。ご来館お待ちしています。 

【お問い合わせ先】  石垣市立図書館 ☎0980－８３－３８６２ 

 石垣市教育委員会では、子ども会を結成している単位団体に対して補助金を交付します。 

 交付条件は、団体が行う事業に公益性があり、かつ団体の運営が資金的に脆弱で、その育成、支援にあたり一定期間の金銭的補

助が必要と認められる場合です。 

 補助金の交付を希望される団体は、補助金申請書を6月30日まで（期限厳守）にいきいき学び課へ提出してください。申請団

体の中から審査し交付団体を決定いたします。 

石垣市教育委員会 いきいき学び課 学び係 ☎ 0980－８３－３８６２

一般書エントランス展 郷土書エントランス展 児童書展示コーナー 

〈今月のミニ展より〉 

・一般書「雨音をききながら…」 

・郷土書「書評に載った本」 

・児童書「ムシ歯」 

臨時休館のお知らせ 
 6月23日(火)～6月29日（月）の間、図書館システム
入替のため臨時閉館させていただきます。 
 利用者の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解いた
だきますようお願いいたします。 

教育委員会だより教育委員会だより
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